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障がい福祉
手帳の交付
　一定の障がいがある人に、身体障がい者手帳、療育手
帳、精神障がい者保健福祉手帳を交付しています。これ
らの手帳を所持することにより、手帳の等級に応じて
いろいろな助成を受けることができます。
●身体障がい者手帳

障がいの種類や程度（1～6級で表示）を記入した手帳です。
●療育手帳

知的障がいの程度（A1、A2、B1、B2で表示）を記入した手帳です。
●精神障がい者保健福祉手帳

　精神に障がいがある人の障がいの程度（1～3級）を記
入した手帳です。

各種手当など

●特別障がい者手当（国）
　20歳以上で、精神や身体に著しい重度の障がいがあ
り、日常生活で常に特別な介護を必要とする人に支給
します（所得制限、およびその他要件あり）。

●心身障がい者福祉手当（市）
　心身に重度障がいのある人で、特別障がい者手当、障
がい児福祉手当、経過的福祉手当を受けていない人に
支給します（所得制限あり）。
●難病患者福祉手当（市）
　難病法に基づく指定難病患者または国もしくは県が
指定する疾患の患者として医療受給者証の交付を受け
ている人で、心身障がい者福祉手当を受けていない人
に支給します（所得制限あり）。
●医療費の助成
　76ページを参照ください。

自立支援医療（更生医療）
取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2362

取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2362

　自立支援医療（更生医療）は18歳以上が対象で、手術
などによって障がいが軽減または除去され、機能が回
復するような場合に給付します。

自立支援医療（精神通院医療）

　自立支援医療（精神通院医療）は、精神疾患のために、
通院により医療を受ける場合に給付します。

最新の情報は左の
二次元コードから
市HPへアクセスし
て入手してください
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●NHK放送受信料の減免
取扱窓口 NHKふれあいセンター��TEL.0570-077-077

障がい福祉課��TEL.632-2362

取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2362

　一定の障がいのある人に、NHK放送受信料の減免措
置があります（その他要件あり）。

補装具・日常生活用具

●補装具の交付、修理
　身体の障がい部分を補って、日常生活をしやすくす
るために、障がいの内容・程度に応じて、各種の補装具
費を支給します。
●日常生活用具の給付、貸与
　一定の障がいのある人や難病の人に生活用具を給付
または貸与します。

取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2363
●住宅改造費の助成
　重度の身体障がい者が日常生活を容易にするため、
台所、浴室などの改築や福祉機器を設置するとき、工事
費の一部を助成します（所得制限、およびその他要件あ
り）。
●タクシー料金の助成
　重度の心身障がい者がタクシーを利用したときに、
タクシー料金の一部を助成します。
●自動車運転免許取得の助成
　一定の障がいのある人が、普通自動車運転免許取得
教習を受けるときに助成します（所得制限あり）。
●自動車改造費の助成
　一定の障がいのある人が、就労などのために自動車
を運転しやすいように操向装置、駆動装置などの一部
を改造する場合、所得に応じて助成します。
●精神障がい者交通費の助成
　精神障がい者保健福祉手帳を持つ人（身体障がい者
手帳、療育手帳を受けた人を除く）が、交通機関を利用
して通院・通所をする場合に限り、交通費の一部を助成
します。
●知的障がい者交通費の助成
　療育手帳を受けた人が、通院や訓練などのために定
期的に交通機関を利用する場合、交通費の2分の1を助
成します。

各種助成
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生活保護

生活福祉

取扱窓口 生活福祉第1課・第2課��
TEL.632-2105・2465、各地区の民生委員

取扱窓口 市社会福祉協議会��TEL.612-6668

取扱窓口 市社会福祉協議会��TEL.636-1215

取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2366

取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2363

取扱窓口 障がい福祉課��TEL.632-2229

　障がい者を扶養している保護者が加入者となり、加
入者が死亡または事故などで体が不自由な状態になっ
たとき、残された障がい者に年金を生涯にわたって支
給し、生活の安定を図る制度です。
●障がい者福祉バスを運行

　障がいのある人の社会参加を促進するため、リフト
付きの障がい者福祉バスを運行しています。

障がい者などが介護給付（ホームヘルプや施設での
介護などのサービス）や訓練等給付（通所による自立訓
練や就労訓練などのサービス）を利用する場合には、訪
問調査などを経て、支給決定されます。なお、支給決定に
は、サービス等利用計画などの提出が必要となります。

その他のサービス
●心身障がい者扶養共済制度

障がい福祉サービス

　他の貸し付け制度からの資金借り入れが困難な所
得の少ない世帯を対象に、生活福祉資金などの貸し付
け制度があります。

　病気などの理由で、収入や蓄えがなく、生活が困難に
なった人に、経済面での援助をします。生活保護には、
生活・教育・住宅・医療・介護などの扶助があります。

生活困窮者自立相談支援

　現に生活に困窮し、最低限度の生活を維持すること
ができなくなるおそれのある人のために、自立に向け
た相談支援窓口を開設しています。

生活福祉資金貸付相談
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